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司法行政文書開示通知書

平成31年3月28日付け（同年4月1日受付）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので，通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称

（1） 名古屋地方裁判所長通知「第72期司法修習生実務修習開始式について」

（名地裁総第1348号）

ア名古屋家庭裁判所長宛て（片面3枚）

イ民・刑事部総括裁判官宛て（片面3枚）

ウ名古屋司法修習生指導連絡委員会委員宛て（片面3枚）

(2)ア 「第72期司法修習生実務修習開始式等進行表（1／7） 」と題する書面

（片面1枚）

イ 「第72期司法修習生実務修習開始式進行メモ」 と題する書面（片面2枚）

ウ 「実務修習開始式（全体） 」 と題する配席図（片面1枚）

2開示しないこととした部分とその理由

1の(2)のイ及びウの文書には，個人識別情報（弁護士会の職員及び司法修習生

の氏名）が記載されており， これらの情報は，法第5条第1号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこと

ｰ
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名地裁総第1a48号

(組ろ－04）

平成30年12月19日

名古屋家庭裁判所長殿

名古屋司法修習生指導連絡委員会委員長

名古屋地方裁判所長揖斐 潔

第72期司法修習生実務修習開始式について（通知）

標記の開始式を別添の実施要領のとおり行いますので，出席してください。

（

I



第72期司法修習生実務修習開始式実施要領

日時

平成31年1月7日 （月）午前9時20分

場所

名古屋地方裁判所第3．4裁判員選任手続室（法廷棟2階）

1

2

出席者

名古屋地方裁判所所長

同 部総括判事

同 同

同． ， 同

同 同

同 同

同 判事

同 同

同 同

同 同

名古屋家庭裁判所所長

同 部総括判事

名古屋地方検察庁検事正

同 総務部長

同 検事

愛知県弁護士会 会長

同 副会長

同 修習委員長

同 修習副委員長

3

揖斐

片田

村野

田邊

神田

桃崎

寺本

前田

片山

西山

鹿野

上杉

片岡

川獺

中野

木下

水野

山下

長谷川

潔
宏
二
子
助
剛
子
織
健
帆
二
司
弘
彦
玲
宣
二
樹
子

保
依
き

信
裕
三
大
真
志
志
伸
英
雅
芳
，
泰
勇
ふ
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名地裁総第1348号

平成30年12月19日

民・刑事部総括裁判官殿
0

名古屋司法修習生指導連絡委員会委員長

名古屋地方裁判所長揖斐 潔

第72期司法修習生実務修習開始式について（通知）
｡Q

標記の開始式を別添の実施要領のとおり行いますので,出席してください。

Ｉ
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第72期司法修習生実務修習開始式実施要領

日時 、

平成31年1月7日 （月）午前9時20分

場所

名古屋地方裁判所第3・身4裁判員選任手続室（法廷棟2階）

1

2

3出席者

名古屋地方裁判所所長

同 部総括判事

・同 同

同 同

同 同

同 同

同 判事

同 同

同 同

同 ‘ 同

名古屋家庭裁判所所長

同 部総括判事

名古屋地方検察庁検事正

同 総務部長

同 検事

愛知県弁護士会 会長

同 副会長

同 修習委員長

同 修習副委員長

揖斐

片田

村野

‘田邊

神田

桃崎

寺本

前田

片山

西山

鹿野

上杉

片岡

川獺

中野

木下

水野

山下

長谷川

潔
宏
二
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織
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1

I

4次第(進行名古屋地方裁判所事務局総務課課長補佐）

(1)名古屋地方

(2)名古屋地方

(3)愛知県弁護

(4) 出席者紹介

名古屋地方

愛知県弁護

裁判所長挨拶 ､

名古屋地方検察庁検事正挨拶

士会会長挨拶

、
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１



0

名地裁総第1348号

平成30年12月19日

名古屋司法修習生指導連絡委員会委員殿

名古屋司法修習生指導連絡委員会委員長

名古屋地方裁判所長揖斐 潔

第72期司法修習生実務修習開始式について（通知）

標記の開始式を別添の実施要領のとおり行いますので，出席してください。
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第72期司法修習生実務修習開始式実施要領

1 日時

平成31年1月7‘日 （月）午前9時20分

2場所

・名古屋地方裁判所第3･4裁判員選任手続室(法廷棟2階）

。■

出席者？

名古屋地方裁判所所長

同 部総括判事，

同 同

同 同

同 同

同 同

同 判事

同 同

同 同

同 同

名古屋家庭裁判所所長

同 部総括判事

名古屋地方検察庁検事正

同 総務部長

同 検事

愛知県弁護士会 会長

同 副会長々

同 修習委員長

同 修習副委員長

3

揖斐 潔

片由信宏

村野裕二

田邊三保子

神田大助

桃崎 剛

寺本真依子

前田志織

片山 ､ 健

西山志帆

鹿野伸二

上杉英司

片岡 弘

川瀬雅彦

中野 玲

木下芳宣

水野泰二

山下勇樹

長谷川ふき子

1

’

I

イ



4次第（進行名古屋地方裁判所事務局総務課課長補佐）

(1)名古屋地方

(2)名古屋地方

(3)愛知県弁護

(4)出席者紹介

名古屋地方

愛知県弁護

裁判所長挨拶

名古屋地方検察庁検事正挨拶

士会会長挨拶
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第72期司法修習生実務修習開始式等進行表（1／7）
方裁￥ 秀間総務

、

L I I ~」－ －－．－1－ 一 ﾆ n j － －－ﾜ ｭ争百 ◆ －． －．一一

時間 内 容
9 町

備 考

(1月4日）
●凸

(1月7日）

9:00

､。

9: 10

9：18

13:00～会場（法廷棟2階第3．4裁判員選任手続室）設営

出席者用椅子に名札貼付

資料等の机上配布

※立て看板の設置（会場前, ･1階3機EV前, 1機EV前）

－－ －－－－－－－－_ー-----.-----_一－－－‐

司法修習生来庁第3．4裁判員選任手続室前で受付

※修習生に本日の日程の連絡

※挨拶の始めと終わりに一礼する旨，指示

出席者来庁

揖斐地裁所長，鹿野家裁所長，片岡検事正，木下弁護士会会長，

片田上席，村野上席，田邊上席は第3質問手続室へ案内

出席者第3．4裁判員選任手続室に入場

出席者

(地裁）神田指導官，桃崎指導官，寺本指導官，

前田指導官，片山指導官，西山指導官

(家裁）上杉指導官

(検察）川獺総務部長，中野検事

(弁護）長谷川副会長，井口修習委員長，桐井修習副委員長
Q

■ ●

地家裁所長，検事正，弁護士会副会長，上席裁判官を

第3．4裁判員選任手続室へ案内

総務課

(受付）

林庶一係長,武藤

(修習生の配置，案内）
ノ

野田補佐

野田補佐

(総務課待機）

横山庶二係長

揖斐所長に声掛け

(出席者案内）

野田補佐
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第72期司法修習生実務修習開始式進行メモ

（31． 1． 7）
【司会】

ただいまから，名古屋配属第72期司法修習生実務修習開始式を行いま
す｡はじめに，名古屋地方裁判所揖斐潔（ｲﾋﾞｷﾖｼ)》所長からあいさつが
あ

ります。司法修習生は起立してください。 、
【所長】

（登壇） （礼）

（所長から司法修習生に着席を促す）

あいさつ

【司会】

司法修習生，起立｡

（礼) （所長は自席着席）伺法修習生は起立したまま）
ありがと･うございました。

続きまして，名古屋地方検察庁検事正片岡弘（ｶﾀ勅ヒロｼ)様
あいさつを頂戴いたします。

【検事正】

（登壇） （礼）

（検事正から司法修習生に着席を促す） “
あいさつ

【司会】

司法修習生，起立。

（礼） （検事正は自席着席） （司法修習生は起立したまま）
ありがとうございました。

続きまして,愛知県弁護士会会長木下芳宣（ｷﾉｼﾀﾖｼﾉﾌﾞ）様‐”じごエレL,塞大'』鑑プf謹工云云垂不r方亘（千ﾉ”ﾖｼﾉﾌﾏ）様

｛

よりご

（

よりご

あいさつを頂戴いたします。

【会長】

（登壇） （礼）

（会長から司法修習生に着席を促す）
あいさつ

（礼） （会長は自席着席） （司法修習生は起立したまま）
【司会】

ありがとうございました。司法修習生は,･着席してください。

多くの御臨席の皆様からごあいさつを頂戴したい．ところですが，時間の都
合もございますので，恐縮ですが，お名前の御紹介のみとさせていただきま

、



す。それでは，本日御臨席を賜りました皆様を紹介させていただきます。
名古屋地方検察庁川瀬（ｶﾜｾ）総務部長

名古屋地方検察庁中野（ﾅｶﾉ）検事

愛知県弁護士会水野（ﾐｽﾞﾉ）副会長

愛知県弁護士会山下（ﾔﾏｼﾀ)修習委員会委員長

愛知県弁護士会長谷川（ﾊｾｶﾞﾜ）修習委員会副委員長
名古屋家庭裁判所鹿野（ｶﾉ）所長

名古屋家庭裁判所家事2部上杉（ｳｪｽｷﾞ）部総括裁判官

名.古屋地方裁判所片田（力〃）民事上席裁判官

名古屋地方裁判所村野（ﾑﾗﾉ）民事上席裁判官

名古屋地方裁判所田邊､(ﾀﾅﾍﾞ）刑事上席裁判官

名古屋地方裁判所刑事4部神田（ｶﾝﾀﾞ）部総括裁判官

名古屋地方裁判所民事8部桃崎（ﾓﾓｻｷ）部総括裁判官

名古屋地方裁判所刑事4部寺本（ﾃﾗﾓﾄ）裁判官

名古屋地方裁判所民事8部前田（ﾏｴﾀﾞ）裁判官

名古屋地方裁判所民事5部片山（ｶﾀﾔﾏ）裁判官

名古屋地方裁判所刑事5部西山（ﾆｼﾔﾏ）裁判官

I

ありがとうございました。

これをもちまして第72期司法修習生実務修習開始式を終了します。

の鹿野家庭裁判所長,上杉部総括裁判官検察庁及び愛知県弁護士会‘
御退席ください。

なお, ‐司法修習生の皆さんは，引き続き場所を移動して冬配属庁今I

務修習開始式を終了します。

なお，司法修習生の皆さんは，引き続き場所を移動して各配属庁会に

御臨席

検察庁及び愛知県弁護士会の方々は
●

てオリ

エンテーションを行います｡班ごとに事務連絡がありますので， しばらくお待
ちください｡’

（

(参列者退席）

(修習生移動）

林庶務第一係長が退席を促す

武藤が事務連絡

2班検察庁へ移動担当者,:塚本さん

4班弁護士会館へ移動担当者:■■さん
1及び3班そのまま裁判実務修習開始式
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実務修習開始式(全体）に重画
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西 画画
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2班 1班 3班 4班願

關
一
晒 ■

TEL

[－六罰二一］昇降 パーテーション

-回一ー1■■■■
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百京言 I －－

■■ ■■
I■■■■■■■■■■■■■■■■

ー ’し ■ ■■■
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I ■■
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